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１ 本市を取り巻く現状と課題 

 

（１）地方分権改革の推進 

  地方分権が進展する中、住民に身近な行政は、基礎自治体である市町村が

自主的・主体的に担うことを基本とし、市民と行政がともに「個性豊かな地

域づくり」に取り組む必要があります。 

本市においても、その権限と責任において、地域の実状に合致する政策を

立案し、また、市民の意思を反映した市政運営を展開するため、必要な権限

と財源を確保するとともに、市民参画や協働についての仕組みづくりが求め

られています。 

 

（２）健全財政の堅持 

本市の財政状況は、財政的に優位な地方債の活用及び積極的な地方債の繰

上償還をはじめ、事務事業評価による各施策の改善、補助金の見直し等の取

組により各種財政指標が改善され、健全財政を維持しています。 

しかしながら、現下の経済状況や人口減少社会の到来、東京一極集中の進

行といった社会経済情勢の中、歳入の面では、市税収入の増加が見込めない

ことに加え、合併特例措置期限後となる令和３年度以降、合併特例事業債※１

が活用できなくなり、普通交付税も一本算定※２への移行により減額され、財

源の確保が困難になると予測されます。歳出の面では、高齢化の進行に伴う

医療福祉関係経費など社会保障費の増加は避けがたく、さらに「第二次下野

市総合計画前期基本計画」に基づく市の重点施策の取組による投資的経費の

増加等による歳出増が見込まれます。 

そのため、本市においては、地方創生に関する取組を推進するとともに、

これまでに築いてきた健全財政を堅持し持続可能なものとするため、平成 

２９年７月策定の「第三次下野市長期財政健全化計画」を基に、収支の均衡

を図りつつ、これまで以上に最小の経費で最大の効果を目指し、事業の重点

化と取捨選択による財政運営が必要であります。 

第１章 行政改革大綱策定の趣旨 
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●下野市の人口推移と将来推計（出典：下野市人口ビジョンより） 

 

 

●歳出総額及び市税収入（決算額）の推移    ●義務的経費（決算額）及び義務的経費比率の推移 

 

 

●地方交付税交付額推移 
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（３）公共施設の再配置 

多くの地方公共団体と同様、本市の公共施設は高度経済成長期に一斉に整

備されたものが多く、また、３町合併により、機能の重複や稼働率の低い施

設がみられます。少子高齢化等の進行により人口構成も大きく変化する中で、

市民にとって真に必要な公共施設サービスを将来にわたり持続可能なものに

するためには、中長期的視点から公共施設の適正配置と効率的な管理運営を

実現しなければなりません。合併により形成された本市のサイズは、距離的

にたいへんコンパクトであり、また、人口規模の面でも公共施設の再配置に

おいて強みとなります。 

そのため、平成２９年３月に策定した「下野市公共施設等総合管理計画」

に基づく効率的で効果的なマネジメントの実施により、総合的かつ計画的に

施設等の更新・統廃合・長寿命化を行い、財政負担を軽減・平準化し、質と

量の適正化、安全安心で持続可能な公共施設等のサービスの維持を実現する

ことが求められています。 

 

 

●【ハコモノ・インフラ】中長期的な経費（更新費用）の見通し 

 

（出典：下野市公共施設白書 [H27.9]より） 
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（４）職員の資質向上とスマート自治体※３への転換 

地方公共団体における総職員数は、行政改革を推進する中で、事務の統廃

合や民間委託、退職不補充などの定員管理の取組により、平成７年以降一貫

して減少しています。 

本市においても、平成２６年３月に「下野市第２次定員適正化計画」を策

定し、さらに計画の中間にあたる平成３０年１月には、新たな行政課題に対

応した持続可能な行政運営を図るため、計画の見直しを行い、退職に伴う新

規採用者の抑制や積極的な民間委託、指定管理者制度※４の導入、事務事業の

統廃合、再任用職員の活用などを通し、定員管理の適正化に努めてきました。 

さらに、現在推進されている働き方改革において、多様な働き方の実現・

長時間労働の是正・労働生産性の向上等が求められており、業務のアウトソ

ーシング※５やＩＣＴ等※６の有効活用により、スマート自治体への転換・適正

な職員体制の確立が必要となってきています。 

また、社会の成熟化・少子高齢化による市民の価値観の変化に伴い、高度

化・多様化する市民ニーズに対応するためには、市政への市民参画と合わせ

て、職員一人ひとりの資質の向上はもとより、組織全体の能力を向上させ、

少数精鋭の組織体制の確立を目指す必要があります。 

 

●下野市定員適正化計画における職員数の推移 
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２ これまでの行政改革の取組 

 

本市は、平成１８年１月、３町合併により誕生しました。市町村合併は行

財政基盤の強化によりその規模・能力を充実させることから、最大の行政改

革といわれています。 

また、合併直後から「下野市集中改革プラン」を実施し、平成１９年３月

策定の「下野市行政改革大綱・実施計画」（平成 18～21 年度）では、その実

行を通じて行政のスリム化に努め、合併後の市政運営体制の確立を図ってき

ました。 

平成２２年２月には「第二次下野市行政改革大綱・実施計画」（平成 22～26

年度）を策定し、引き続き財政健全化や事業の整理統合など「量的側面の改

善」と、組織体制の見直しや行政サービスの改善・充実など「質的側面の向

上」を図り、平成２７年２月策定の「第三次下野市行政改革大綱・実施計画」

（平成 27～令和元年度）では、自治基本条例施行後初めての大綱となること

から、市民との協働をより強化するとともに、平成２８年５月の新庁舎への

機能集約を機に、組織の強化・効率化等を推進してきました。 

行政改革の本来的な意味は、単なる財政健全化、歳出削減にとどまらず、

行政運営がより効率的かつ柔軟に行われ、同じコストでより質の高い公共サ

ービスを提供することと捉え、外部委員会である下野市行政改革推進委員会

において、行政と市民との情報の共有化を踏まえた検証を実施しながら、市

民とともに行政改革の推進に取り組んできました。 

本市の最上位計画である「下野市総合計画」を推進していくためには、必

要な財源の確保はもちろんのこと、柔軟な組織体制や職員の意識改革、能力

向上など、限られた資源を最大限活用していくための新たな行政システムを

構築することが必要であり、それらの実現のための計画として「行政改革大

綱及び実施計画」を策定し、取組を行ってきたところです。 
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３ 新たな行政改革大綱の必要性 

 

  本市では、「第三次下野市行政改革大綱」に基づく取組を実施することで一

定の成果を上げてきました。 

しかし、本市を取り巻く現状と課題をみますと、今後も、地方分権の進展に

より、より自立性と自主性を持った行政運営が強く求められている一方、生産

年齢人口が減少することによる市税の減収や少子高齢化等の進行に伴う扶助

費等の義務的経費※７の増額が懸念され、また、合併特例措置期限終了後の交

付税の一本算定に伴う大幅な歳入の減額が見込まれることから、より一層の行

政改革の取組が必要となります。 

また、持続可能な行政運営を確立するためには、職員の意識改革やスキルア

ップ、適正な組織体制の構築、市政への市民参画や高度に進歩するＩＣＴ技術

の活用を図り、その時代や地域にマッチした柔軟で効率的な行政システムの確

立を目指し、継続して行財政運営の改善について推進していくことが肝要であ

ると考えます。 

さらに、東京への人口の一極集中が加速する中で、どのように地方創生を実

現していくかなどの課題にも、適時対応していかなくてはなりません。 

そこで、「第三次下野市行政改革大綱・実施計画」が、令和元年度をもって

計画期間が終了することから、新たに「第四次下野市行政改革大綱」を策定し、

行政改革の推進に努め、将来にわたり持続可能な市政運営の構築を目指します。 
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（１）基本目標 

人口減少社会の到来、東京一極集中や少子高齢化の進行など急速に変化す 

る社会経済情勢において、本市が抱える行政課題や多様化する市民ニーズに 

的確に対応し、より効率的で将来にわたり持続可能な市政運営を目指すため、 

第三次下野市行政改革大綱の基本理念を継続・強化することとし、第四次下 

野市行政改革大綱では次のとおり基本目標を設定します。 

 

 

 

 

 

（２）基本方針 

市は、その責任と主体性によって行う行政運営について、市民に信頼され 

得る運営を行うための「質的側面の向上」、「量的側面の改善」に引き続き取 

り組むこととし、基本目標「未来へ 知恵と協働で築く 持続可能な行政運 

営の確立」を推進するため、取り組むべき方向性として次の３つの基本方針 

を掲げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標 

   未来へ 知恵と協働で築く 持続可能な行政運営の確立 

基本方針 

１  質の高い行政サービスの推進 

２  効率的・効果的な行政経営の推進 

３  将来にわたり持続可能な財政運営の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 第四次行政改革の基本理念 第２章 行政改革の基本理念 
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（３）推進項目 

  基本方針に基づく行政改革の具体的な推進項目は、次のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４　広域行政の推進

１　　質の高い行政サービスの推進

１　市民参画の推進と協働型社会の構築

２　公正の確保と透明性の向上

３　市民サービス等における利便性の向上

４　民間活力活用の推進

２　税収等の財源確保と経費適正化（抑制）の推進

３　公共施設等の適正配置と管理

４　地方公営企業・第３セクター等の経営健全化の推進

２　　効率的・効果的な行政経営の推進

１　職員の適正管理と組織の強化

２　職員の意識改革と人材育成の推進

３　業務改善の推進

３　　将来にわたり持続可能な財政運営の推進

１　健全財政の堅持
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１ 質の高い行政サービスの推進 

 

（１）市民参画の推進と協働型社会の構築 

  多様化する市民ニーズ等に的確に対応し、本市の目指す「幸せ実感都市」

を効率的に推進するためには、市民と行政が対等な立場で役割を分担し、補

い合いながら一体となって取り組むことが求められます。 

  市政への市民参画を積極的に推進するため、平成３１年３月策定の「下野

市 市民協働の指針（市民版）」では、協働の在り方や取組方法等を示してい

ますが、市民が、まちづくり・市政への関心や問題意識を持ち、身近な課題

を通して、より参画しやすい環境の整備を図り、協働型社会の構築を目指し

ます。 

 

（２）公正の確保と透明性の向上 

市民が市政情報を取得する方法として、また、市政へ参画するきっかけと 

して、市のホームページや広報紙等による適切な情報提供が不可欠です。 

積極的な情報提供により、市民との情報共有を推進し透明性を向上させると

ともに、入札制度や公会計制度への適切な対応など、市の公正性の確保に努め

ます。 

 

（３）市民サービス等における利便性の向上 

  市民生活に関連の深い窓口サービス等においては、多様化する市民ニーズ

に的確に対応し、利便性を向上していく必要があります。 

高度に進歩する情報化社会における手段等を活用し、特に、個人番号カー 

ドを活用した市独自のサービスに取り組み、窓口手続きの簡素化や事務事業 

の効率化等を図ります。 

 

第３章 推進項目の概要 
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（４）民間活力活用の推進 

  公の施設について、市民サービスの向上と効率的な管理運営を図るため、

引き続き指定管理者制度の導入を推進します。 

  また、民間の専門知識やノウハウを活用することにより、市民サービスの

向上や活性化が図られると判断される業務については、積極的に民間委託や

民営化を推進します。 

 

２ 効率的・効果的な行政経営の推進 

 

（１）職員の適正管理と組織の強化 

市民サービスの維持と職員数のバランスに留意しながら、「下野市第２次定

員適正化計画」の着実な実施を図ります。 

なお、ワークライフバランス※８や働き方改革※９の推進に努め、人件費抑制

と業務効率化の観点から、再任用職員や会計年度任用職員※１０の適正な任用を

推進するとともに、業務のアウトソーシングを推進し、最適な人員配置を図り

ます。 

真の効率性は、職員の適材適所にあります。人事評価制度の運用により、職

員の勤務状況を適切に評価し、能力・実績に基づいた人事管理の徹底を図りま

す。また、実効性のある議論と意思決定を行うことができる組織を構築すると

ともに、事務事業を総合的・効率的に推進する体制の確立と政策立案機能の強

化に取り組みます。 

 

（２）職員の意識改革と人材育成の推進 

社会情勢の変化や多様化する市民ニーズに的確に対応するため、職員のさら

なる資質向上や能力開発を図る必要があり、また、専門性と並んでバランスの

とれた判断力と行動力等の積極的な姿勢が求められます。 

「下野市職員人材育成基本方針」等に基づき、各種研修の一層の充実を図る

とともに、組織の活性化と職員の意欲向上のため、引き続き意欲と能力のある

若手職員や女性職員について、管理・監督職や政策形成部門への積極的な登用
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を図ります。 

また、職員提案制度を有効に活用し、職員の職務への積極的な姿勢を促進す

るとともに、職員のアイデアによる行政サービスの向上や改善を進めます。 

 

（３）業務改善の推進 

  ＡＩ（人工知能）等の情報システムの進歩に伴い、より簡素で合理的な行 

政運営が可能となることから、業務のアウトソーシングと併せてスマート自治 

体への転換を図り、職員が「職員でなければできない業務」に注力できるよう 

な環境づくりを推進します。 

  ペーパーレス化の検討等、ＩＣＴの有効活用に向け、システム導入におけ 

る効果の分析や環境整備を推進し、事務事業の効率化や市民の利便性向上を図 

ります。 

  また、事務事業の改善や総合計画の進行管理等に資するため実施する行政

評価については、予算査定との連動により業務の効率化と財政健全化に一定

の成果を上げています。行政評価システムのさらなる改善を図り、行政評価

システムの適正な運用とより充実した行政評価に取り組みます。 

 

（４）広域行政の推進 

  よりよい市民サービスを提供するとともに、市民にとっての利便性向上を

実現するため、小山地区定住自立圏構想や下野市・上三川町・壬生町連携会

議等の周辺自治体との連携を活用し、施設利用や交流に限らず、広域で共通

する課題に対する取組を協働で展開するとともに、一部事務組合を構成して

いる市町及び関係機関との連携を強化します。 

 

３ 将来にわたり持続可能な財政運営の推進 

 

（１）健全財政の堅持 

  財政運営の指針となる財政計画については、長期的な展望に立って限られ

た財源の効果的な運用が図られるよう定期的な見直しを行うとともに、市民
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が市の財政状況を容易に判断できるよう適切な情報提供を行います。 

  また、施策横断的な視点による事業の取捨選択や優先度設定より、政策的

な観点による予算配分と財政の健全性維持の両立を目指します。 

なお、各部が主体的に施策を具現化するため、部の責任と裁量を基本とした

予算編成とするため引き続き枠配分による査定を実施します。 

 

（２）税収等の財源確保と経費適正化（抑制）の推進 

  自立的かつ安定的な財政基盤を確立するため、関係各課・関係機関との連

携により効果的かつ効率的な徴収体制の強化を図り、市税等徴収率の向上に

努めるとともに、定住促進に向けた取組や「第二次下野市産業振興計画」に

基づく各種産業振興施策を積極的に推進し、新たな税源及び自主財源の確保

に努めます。 

  また、市単独財源による現金給付事業等の見直しや、「下野市補助金の継続

的な見直しのためのガイドライン」に基づく適正で公正な補助金の交付を推

進し、経費の抑制に努めます。 

 

（３）公共施設等の適正配置と管理 

既存の公共施設については、より有効に活用する手段を実行し、利用者増・

活性化につなげる取組を進めるとともに、新たな施設整備に当たっては、ＰＰ

Ｐ／ＰＦＩ※１１をはじめ民間のノウハウを活用した整備手法の導入を検討し

ます。 

  また、人口減少・少子高齢化や財政見通しを踏まえた効率的な施設配置を

推進するため、「下野市公共施設等総合管理計画」に基づき、計画的に施設

等の更新・統廃合・長寿命化を図ります。 

 

（４）地方公営企業※１２・第３セクター等※１３の経営健全化の推進 

地方公営企業については、独立採算を原則とする健全かつ持続的な事業経営

を推進します。 

また、第３セクター等については、その設立目的や行政との役割分担を勘案

し、継続的に業務の見直しや効率化を進めるとともに、活性化を図り安定した

事業運営に取り組みます。 
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第四次下野市行政改革大綱の実施期間は、令和２年度から令和６年度までの

５年間とします。 

 

 

 

 

 

 

（１）実施計画の策定 

第四次下野市行政改革大綱を踏まえ、改革の実効性を担保するためのアクシ

ョンプランとして「第四次下野市行政改革大綱実施計画」を策定し、実施項目

を計画的に推進するものとします。 

 

（２）推進体制 

  「下野市行政改革推進本部設置要綱」に基づき、市長を本部長とし、部長

級で構成する「下野市行政改革推進本部」を設置し、その下部組織として課

長職にある者をもって組織する幹事会及び幹事会の下部組織に推進委員を置

き、実施期間中における実施項目の進捗状況を確認しながら、全職員一丸と

なって推進します。 

 

（３）市民との協働による推進について 

  「下野市行政改革推進委員会条例」に基づき設置する、公募による市民及

び学識経験者により組織される「下野市行政改革推進委員会」において、行

政改革全般に係る意見・提言等を受け、第四次下野市行政改革大綱及び実施

計画の推進に反映させることとします。 

  また、本大綱・実施計画については広く市民に公表し、実施期間中におけ

る実施項目の進捗状況等についても、市ホームページ等を活用し、市民にわ

かりやすく公表します。 

 

第４章 実施期間 

第５章 推進方針 
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※用語集 

番号 用語 説明

1 合併特例事業債
合併した市町村が、まちづくりのための市町村建設計画に基づいて実施
する事業に要する経費の９５％を借り入れることができ、元利償還金の
７０％が普通交付税に算入される大変有利な地方債です。

2
交付税の一本算
定

合併特例法で、合併後の一定期間（１０年間）旧３町が存在するものと
みなして計算した普通交付税額が保障されていますが、特例期限が終了
する平成２８年度から令和２年度まで段階的に削減され、令和３年度に
は下野市１団体として交付されることになります。（一本算定）

3 スマート自治体

人口減少が深刻化しても、自治体が持続可能な形で行政サービスを提供
し続け、住民福祉の水準を維持するため、AI（人工知能）等の活用によ
り事務の効率化を図り、職員を事務作業から解放するとともに、職員
が、職員でなければできない、より価値のある業務に注力できる、将来
の自治体像として、スマート自治体の実現が求められています。

4 指定管理者制度

地方自治体が所管する公の施設について、管理・運営を民間事業会社を
含む法人やその他の団体に委託することができる制度です。公の施設の
管理・運営に民間等のノウハウを導入し、効率化や活性化を目指しま
す。

5
アウトソーシン
グ

内部の組織で賄っていた業務の一部を民間会社等に外部委託することで
す。サービスの向上やコスト削減などを目的とするほか、外部でできる
業務は外部へ委託し、職員をコア業務に集中させることで本業務を強化
します。※指定管理者制度もアウトソーシングの一つです。

6 ＩＣＴ
「Information and Communication Technology」の略称で、情報や通信
に関する技術の総称です。

7
扶助費等の義務
的経費

歳出のうち、支出が義務的で任意では削減できない性質の経費で、人件
費、扶助費、公債費などです。なお、扶助費とは、社会保障制度の一環
として、市民の生活維持を図る目的で支出される経費であり、主に生活
保護費・医療費助成・児童手当等が該当します。

8
ワ ー ク ・ ラ イ
フ・バランス

「仕事と生活の調和」と訳され、働くすべての方々が、「仕事」と育児
や介護、趣味や学習、休養、地域活動といった「仕事以外の生活」との
調和をとり、その両方を充実させる働き方・生き方のことです。

9 働き方改革

人口減少に伴い、労働人口も減少していきます。労働力不足を解消し一
億総活躍社会をつくるために、「働き手を増やす」「出生率を上げて将
来の働き手を増やす」「労働生産性を上げる」ことに取り組むことを言
います。取組として、長時間労働の改善や非正規と正社員の格差是正、
高齢者の就労促進があります。

10
会計年度任用職
員

2017年の地方公務員法・地方自治法の改正で制度化された正式採用の有
期雇用（最長１年度）の一般職地方公務員です。

11 ＰＰＰ／ＰＦＩ

PPPは、公共を担う行政（PublicのP）と、民間で活動を行う人々
（PrivateのP）が連携する形（Partnership）のことです。公民連携、
官民連携と呼ばれることもあります。
PFI（Private Finance Initiative）は、PPPの主要な方法であり、公共
施設等の建設、維持管理や運営等について、民間の資金、経営能力及び
技術的能力を活用して行う新しい手法のことを言います。

12 地方公営企業
地方公共団体が経営する公益性の高い事業で、本市においては水道事
業・下水道事業があります。

13 第３セクター等
地方公共団体が出資（「出えん」を含む。）を行っている財団法人、社
団法人、会社法法人等で、本市においては「下野市農業公社」・「グリ
ムの里いしばし」・「道の駅しもつけ」があります。

 


